
農地法第３条許可申請から許可書交付までの流れ 

 

 

 

・申請書の記入        ※ 許可書に記入例を参考に、必要事項を記入して 

・添付書類の用意         下さい（下限面積５０a）。 

                 添付書類を用意して下さい。 

 

 

 

 

・申請書と添付書類の提出  ※ 申請書等閲覧書に農業委員等の署名押印のうえ、 

・締切日は毎月５日です     農業委員会事務局へ申請書を提出して下さい。 

 （休日の場合は翌日）     申請書の記載や、添付書類に漏れがにないか確認 

                します。 

 

 

 

 

・農業委員会（定例会は毎  ※ 現地の状況を確認し、農地法第３条の許可基準に 

月２２日、休日の場合は    適合するか審議し、許可・不許可を決定します。 

 前日） 

 

 

 

 

・決定書の交付       ※ 許可、不許可の決定書は毎月２３日（休日の場合は 

                翌日）を目途に農業委員会事務局でお渡しします。 

 

 

 

洲本市農業委員会の窓口 

                   洲本市役所本庁舎３階 農業委員会事務局 

                     （洲本市本町三丁目４番１０号） 

TEL０７９９－２４－７６２８ 

FAX０７９９－２５－３５９０ 


